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令 和 ３年 度 福 岡 県 浄 化 槽 管 理 士 研 修 （第 ３期 ）実 施 要 領

１．開 催 日 程 、 会 場 等 （第 ３ 期 ）

地 区 開 催 日 会 場 所 在 地 定 員

筑 豊 令 和 ４ 年 ２ 月 ３ 日 ( 木 )
イ イヅ カ コ スモ ス コ モン

展 示 ホー ル
飯 塚 市 飯 塚 1 4 - 6 6 10 0 名

筑 後 令 和 ４ 年 ２ 月 ４ 日 ( 金 )
久 留 米 ビ ジ ネ スプ ラ ザ

アル カデ ィ ア ホー ル

久 留 米 市 宮 の 陣

4 丁 目 2 9 - 1 1
10 0 名

※感 染 症 感 染 拡 大 防 止 のた め、 人 数 を制 限 し てい ますのでご 注 意 くだ さい。

２．受 講 資 格 に ついて

(1 )  浄 化 槽 管 理 士 の 方

(2 )  浄 化 槽 管 理 士 資 格 取 得 見 込 み の方 （浄 化 槽 管 理 士 試 験 の合 格 者 又 は 浄 化 槽 管 理 士

講 習 の修 了 者 ）

※ (2) の 方 は、 本 研 修 申 込 み 前 に 必 ず「 浄 化 槽 管 理 士 免 状 の 交 付 申 請 手 続 き」 を 行 っ

てくだ さい。

また 、 「 浄 化 槽 管 理 士 免 状 」 が お 手 元 に 届 き ま した ら 、 必 ず 当 協 会 ま で 免 状 の 写 し を

FA X し て く だ さい 。 免 状 確 認 後 、 修 了 証 書 の 発 行 手 続 きを 行 い ます 。 免 状 が 確 認 で き

ませんと、 本 研 修 の修 了 証 書 は発 行 で きませんのでご 注 意 くだ さい。

３．受 講 申 し込 みに つい て

 「令 和 ３ 年 度 福 岡 県 浄 化 槽 管 理 士 研 修 」（ 第 ３ 期 ） 受 講 申 込 書 （ 別 紙 １ ）に 必 要 事 項 を

ご 記 入 の上 、 11 月 29 日 （月 ）から 12 月 24 日 （金 ）までに FAX（092-947-3636）でお

申 し込 みください 。

 浄 化 槽 管 理 士 資 格 取 得 見 込 み の 方 は、「 浄 化 槽 管 理 士 免 状 番 号 」 欄 に 「 取 得 見 込 み」

とご 記 入 の上 、 浄 化 槽 管 理 士 試 験 の「合 格 証 書 」 の写 し 又 は 浄 化 槽 管 理 士 講 習 の「修

了 証 書 」 の写 し を添 付 して く だ さい 。

※ 福 岡 県 ・ 政 令 市 の 条 例 に は、経 過 措 置 が 設 けら れてお り、登 録 更 新 時 期 に よっ て 、

受 講 が必 要 とな る時 期 （ 年 度 ）が異 な ります。

※ 県 外 で 同 様 の 研 修 を 修 了 さ れ て も 、 福 岡 県 並 びに 北 九 州 市 、 福 岡 市 及 び 久 留 米

市 で は、登 録 要 件 として 認 めてお りませんのでご 注 意 く だ さい 。

４．受 講 料 に つい て

 受 講 料 は 、 受 講 者 1 人 あた り 10 , 0 0 0 円 で す（ 消 費 税 、 テキス ト代 を 含 む）。

 受 講 お 申 し込 み 後 、 令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 （金 ）まで に、受 講 者 分 をまとめて 以 下 の振 込 先 ま

でお 振 込 みいた だ きますよう お 願 い 申 し上 げます。

 専 用 の振 込 用 紙 はあ りませんので、以 下 の口 座 へお 振 込 み下 さい 。

 大 変 申 し 訳 ご ざい ませ ん が、 振 込 手 数 料 は 御 社 で ご 負 担 い た だ き ま す よう お 願 い い た し

ます。

 浄 化 槽 管 理 士 研 修 専 用 口 座 で す 。 検 査 手 数 料 等 の 振 り 込 み 口 座 と は 異 な り ま すの で

ご 注 意 くだ さい。

【受 講 料 振 込 先 】

金 融 機 関 名 ： 福 岡 銀 行 篠 栗 支 店

口 座 番 号 ： 普 通 ４４ ３３ ９４

口 座 名 義 人 ： 一 般 財 団 法 人 福 岡 県 浄 化 槽 協 会
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５．受 講 票 に つい て

  受 講 申 し 込 み と 受 講 料 の 入 金 を 確 認 後 、 所 属 す る 事 業 所 （ 事 業 所 に 所 属 さ れ て い な い 場

合 は受 講 者 ご 本 人 様 ）あて に 受 講 票 をお 送 りし ます。

６．留 意 事 項

(1 )  持 参 品 に ついて

受 講 票 、筆 記 用 具 、 身 分 証 明 書 （運 転 免 許 証 等 、顔 写 真 及 び生 年 月 日 の 記 載 があ るも

の）をご 持 参 く だ さい。

(2 )  受 付 に つい て

 13：00 までに 必 ず 受 付 を行 っ て くだ さい 。

 受 付 で 「受 講 票 」と「身 分 証 明 書 」 を提 示 して く ださい。

(3 )  カ リキュラムについて

時 刻 時 間 項 目 科 目

13 : 00 1 0 分 オ リエ ンテー ション

13 : 10 5 0 分

浄 化 槽 行 政 の 動 向

（１ ） 浄 化 槽 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化

（２ ） 法 改 正 の 内 容

（３ ） 助 成 制 度

14 : 00 3 0 分

地 域 に おける 浄 化 槽 情 報

（１ ） 福 岡 県 内 にお ける 浄 化 槽 の 整 備 状 況

（２ ） 福 岡 県 に おけ る 浄 化 槽 施 策 の 動 向

14 : 30 13 0 分

浄 化 槽 の 構 造 と 機 能

（１ ） 新 し い 浄 化 槽 の 構 造 と 機 能

（２ ） 既 存 型 式 の 仕 様 変 更

浄 化 槽 の 保 守 点 検 と 清 掃

（１ ） 新 し い 浄 化 槽 の 保 守 点 検 と 清 掃

（２ ） 休 止 時 の 留 意 事 項

（３ ） 転 換 浄 化 槽 に おけ る 初 回 の 保 守 点 検 時 の 留 意 事 項

（４ ） 改 善 事 例 （ トラブ ル シ ュー ティ ング）

（５ ） 保 守 点 検 ・ 清 掃 の 記 録 票 の 活 用

16 : 40 2 0 分 考 査

※ カ リキュラムの順 序 ・時 間 は、変 更 する 場 合 があ ります。

※ 遅 刻 した 場 合 は、研 修 を 修 了 した と認 めら れない 場 合 があ ります。

(4 )  考 査 に つい て

 考 査 は 、 研 修 を 指 定 し た 行 政 機 関 が 研 修 効 果 を 確 認 す る と と も に 、 受 講 者 の 方 々 に

研 修 の理 解 状 況 をご 確 認 して い た だ くた めに 実 施 するも ので す （問 題 は 、 選 択 肢 から 答

えを選 んで いただ く 方 式 で す）。

 講 義 と 考 査 をすべて 受 けら れませんと研 修 修 了 と認 められません。

(5 )  新 型 コロナ ウイルス 等 感 染 症 対 策 について

 マス クの着 用 、 会 場 入 口 で の検 温 及 び 手 指 消 毒 のご 協 力 をお 願 い します。

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 罹 患 し 完 治 し て い な い 方 、 濃 厚 接 触 者 に 該 当 す る 方 、

37 . 5  度 以 上 の 熱 や 咳 、 咽 頭 痛 等 の 風 邪 症 状 が 続 く 、 強 い だ る さ、 息 苦 し さ 等 の 症 状

があ る方 等 は受 講 をご 遠 慮 願 い ます。


